
連絡所・出張所窓口業務の一部休止期間の延長について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、５月１３日（水）まで市内連絡所の一部及

び緑区内の各出張所の証明書発行等窓口業務を休止としておりましたが、国の緊急事態宣言

の期間延長を踏まえ、５月３１日（日）まで休止期間を延長しますのでお知らせします。 

なお、各区役所区民課及びまちづくりセンターは引き続き業務を継続します。 

 

１ 業務休止期間 

  ５月３１日（日）まで 

  ※休止期間を再度延長する場合は改めてお知らせします。 

 

２ 対象窓口 

  【休止する窓口】 

区名 名称 

緑区 
串川出張所、鳥屋出張所、青野原出張所、青根出張所 
相原連絡所、津久井中央連絡所、牧野連絡所、佐野川連絡所 

中央区 相模原駅連絡所、光が丘連絡所 
南区 大沼連絡所、大野台連絡所、上鶴間連絡所 

   ※各出張所及び津久井中央連絡所については、証明書交付等窓口業務以外の業務は継続 

 

【継続する窓口】 

区名 名称 

緑区 区民課 

大沢まちづくりセンター、城山まちづくりセンター、 

津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、 

藤野まちづくりセンター 

橋本駅連絡所 

中央区 区民課 

大野北まちづくりセンター、田名まちづくりセンター、 

上溝まちづくりセンター 

南区 区民課 

大野中まちづくりセンター、麻溝まちづくりセンター、 

新磯まちづくりセンター、相模台まちづくりセンター 

相武台まちづくりセンター、東林まちづくりセンター 

相模大野駅連絡所（※） 

  ※現在、bono 相模大野ショッピングセンターが全館休業となっているため、ノースモ 

ール入口から建物に入り、すぐ左側のエレベーターで４階に上がってください。 
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問合せ先 
市民局 区政推進課 
直通電話 042-704-8911 
対応責任者 馬場 浩司 
 


